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   平成 25 年５月 30 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社綜合臨床ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 立 川 憲 之

   （コード番号２３９９ 東証マザーズ）

問合せ先 取 締 役 橋 本 寿 哉

（電話 ０３－６９０１－６０８７）

 

 

株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び期末配当予想の修正等について 

 

当社は、平成 25 年５月 30 日開催の取締役会において、株式分割の実施、単元株制度の

採用及び定款の一部変更について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、株式分割に伴い、期末配当予想の修正及び新株予約権行使価額の調整を行いました

ので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

 全国証券取引所より、平成 19 年 11 月 27 日付で「売買単位の集約に向けた行動計画」が

公表され、平成 24 年１月 19 日付で「売買単位の 100 株と 1000 株への移行期限の決定につ

いて」が公表されております。これらの趣旨に従い、東京証券取引所による「望ましい投

資単位の水準」を考慮し、かつ当社の最近の株価動向等を踏まえた結果、株式分割により

投資単位当たりの金額を引き下げることで、当社株式の取引をしやすい環境を整え、投資

機会の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的として、当社普通株式１株を 200

株に分割するとともに、1 単元の株式数を 100 株とする単元株制度を採用いたします。ま

た、これに合わせて定款の一部を変更いたします。 

 

２．株式分割の概要 

（１）分割の方法 

平成 25 年６月 30 日（日）（同日は休日につき、実質的には平成 25 年６月 28 日（金））

を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、

200 株の割合をもって分割します。 

 

（２）分割により増加する株式数 

①株式分割前の発行済株式総数 ： 107,740 株

②今回の分割により増加する株式数 ： 21,440,260 株

③株式分割後の発行済株式総数 ： 21,548,000 株

④株式分割後の発行可能株式総数 ： 80,000,000 株
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３．日程 

（１）基準日公告日 平成 25 年６月 14 日（金） 

（２）基準日  平成 25 年６月 30 日（日） 

   ※ただし、当日は休日のため、実質的には６月 28 日（金） 

（３）効力発生日 平成 25 年７月１日（月） 

 

４．単元株制度の採用 

（１）新設する単元株式の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とします。 

 

（２）新設の日程 

効力発生日 平成 25 年７月１日（月） 

（参考）平成 25 年６月 26 日（水）をもって、東京証券取引所における売買単位も 100

株に変更されることとなります。 

 

５．定款の一部変更 

（１）変更の理由 

今回の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第２項及び第 191 条

の規定に基づく取締役会決議により、当社定款の一部を以下のとおり変更いたします。 

 

①発行可能株式総数を、株式分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第６条

を変更いたします。 

②単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とするため、第７条の２を新設いたし

ます。 

③第６条の変更及び第７条の２の新設の効力発生日（平成 25 年７月１日）を定める

ため、附則を新設いたします。 

 

（２）変更の内容                        （下線は変更部分） 

現行定款 変更後 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

400,000 株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

80,000,000 株とする。 

（自己の株式の取得） 

第７条  （条文記載省略） 

（自己の株式の取得） 

第７条  （現行どおり） 

（新設） 

 

（単元株式数） 

第７条の２ 当会社の単元株式数は、100

株とする。 

（新設） 

 

附則 

第１条 第６条の変更及び第７条の２の

新設の効力発生日は、平成 25 年

７月１日とする。 

第２条 本附則は、前条の効力発生日を

もって削除する。 
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６．配当予想の修正 

今回の株式分割に伴い、平成 24 年９月 13 日公表の「平成 24 年７月期決算短信」に記載

の平成 25 年７月期の期末の配当予想を、１株当たり 800 円から１株当たり４円へ修正いた

します。 

本件は株式分割に伴う期末配当予想の修正であり、平成 24 年９月 13 日公表の１株当た

りの予想期末配当金及び通期配当総額に実質的な変更はありません。 

 

７．新株予約権行使価額の調整 

今回の株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数についても同様に調整いたし

ます。 

また、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成 25 年７月１日以降、以下の

とおり調整いたします。 

新株予約権 調整前行使価額 調整後行使価額 

平成22年10月21日定時株主総会決議に基

づく新株予約権 
40,600 円 203 円 

平成23年10月20日定時株主総会決議に基

づく新株予約権 
42,700 円 214 円 

 

８．その他 

今回の株式の分割に際して、資本金の額の増加はありません。 

 

以上 

 


